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大和市規則第４０号 

大和市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規 

則の一部を改正する規則 

大和市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例施行規則（平成

２７年大和市規則第５８号）の一部を次のように改正する。 

第１８条第２号ア、第７号ア、第８号ア、第８号の２イ、第１０号ア及び第１１号ア中「又は市

町村民税」を「若しくは市町村民税」に改め、同条第１２号中「認定の申請」を「認定」に改め、

「（同令」の次に「第２６条の６の４第６項及び」を加え、「を含む。）の」を「並びに同令第

２７条の１４の５第６項において読み替えて準用する場合を含む。）に規定する」に改め、「事

務 」の次に「当該認定を受け、若しくは」を加え、「又はその」を「若しくはその」に改め、

「情報」の次に「又は市町村民税に関する情報（同令第２７条の１４の５第６項において読み替え

て準用する同令第２６条の５第２項の規定による食事療養標準負担額又は生活療養について支払っ

た生活療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務に限

る。）」を加え、同条第１４号中「の申請」を削り、同号ア及びイ中「申請を行う」を「認定を受

ける」に改め、同条第１５号中「第２７条の１４の２第５項」を「第２７条の１４の２第４項」に

改め、同号ア中「又は市町村民税」を「若しくは市町村民税」に改め、同条第１６号中「第２７条

の１４の４第１項」の次に「又は第２７条の１４の５第１項」を加え、「の申請」を削り、同号ア

及びイ中「申請を行う」を「認定を受ける」に改める。 

第３０条第１号ア中「又は市町村民税」を「若しくは市町村民税」に改め、同条第２号中「道府

県民税」の次に「若しくは市町村民税」を加え、同条第３号中「又は市町村民税」を「若しくは市

町村民税」に改め、同条第４号ア中「又は市町村民税」を「若しくは市町村民税」に改め、同号ウ

中「情報」の次に「（大和市寡婦（夫）控除のみなし適用に関する規則によるみなし適用を受ける

場合を含む。）」を加え、同号カを削り、同条第５号ア中「又は市町村民税」を「若しくは市町村

民税」に改め、同号サを削り、同条第６号中「又は市町村民税」を「若しくは市町村民税」に改め、

同条第７号ア中「道府県民税」の次に「若しくは市町村民税」を加え、同条第７号の２イ中「又は

市町村民税」を「若しくは市町村民税」に改め、同条第１２号中「第６７条第１項の限度額適用認



定の申請」を「第６６条の２第１項の限度額適用認定及び同令第６７条第１項の限度額適用・標準

負担額減額の認定」に改め、同号ア中「申請を行う」を「認定を受ける」に改め、「道府県民税」

の次に「若しくは市町村民税」を加え、同号イ及びウ中「申請を行う」を「認定を受ける」に改め、

同条第１３号ア中「道府県民税」の次に「若しくは市町村民税」を加える。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


